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国

税

庁

は

�

日

、

財

産

評

価

基

本

通

達

で

定

め

て

い

る

取

引

相

場

の

な

い

株

式

（

非

上

場

株

式

）

の

評

価

の

見

直

し

に

向

け

て

有

識

者

会

議

（

座

長

＝

佐

藤

英

明

慶

応

大

学

大

学

院

教

授

）

の

第

１

回

会

合

を

開

催

し

た

。

令

和

６

年

�

月

に

会

計

検

査

院

か

ら

同

評

価

の

あ

り

方

を

よ

り

適

切

な

も

の

と

す

る

た

め

に

検

討

を

行

う

よ

う

指

摘

を

受

け

る

と

と

も

に

、

検

査

院

が

指

摘

し

た

各

評

価

方

式

間

の

評

価

額

の

か

い

離

に

着

目

し

た

恣

意

的

な

会

社

規

模

の

変

化

に

よ

る

評

価

額

圧

縮

ス

キ

ー

ム

等

の

存

在

も

確

認

さ

れ

て

い

た

。

検

討

会

で

は

、

こ

れ

ら

へ

の

対

応

な

ど

を

議

論

す

る

。

議

論

の

内

容

等

を

９

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

盛

り

込

み

、

改

正

案

の

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

を

経

て

、

早

け

れ

ば

�

年

か

ら

適

用

と

い

っ

た

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

が

想

定

さ

れ

る

。

・申告書に添付されていた取引相場の

ない株式の評価明細書に類似業種比

準価額と純資産価額が算定されてい

た評価会社で類似業種比準価額の中

央値は純資産価額の中央値の２７．２％

だった。類似業種比準価額は純資産

価額よりも相当程度低い。

・類似業種比準価額を適用する割合

が、より高くなる評価会社の規模の

大きい区分ほど株式の評価額が相対

的に低く算定される傾向にある。

・このような状況は異なる規模区分の評

　価会社が発行した取引相場のない株式

　を評価した者間で株式評価の公平性が必

　ずしも確保されているとはいえない。

・配当還元方式の還元率（�％）も評価

通達制定当時（昭和�年）の金利等

を参考にして設定され、�％の還元

率に基づいて算定される評価額は通

達制当時と比べて相対的に低くなっ

ているおそれがある。

　

５

月

４

日

号

で

は

、

令

和

８

年

春

の

叙

勲

に

お

け

る

税

務

関

係

の

受

章

者

を

掲

載

す

る

予

定

で

す

。

電

子

版

で

は

４

月

�

日

に

配

信

す

る

予

定

で

す

。

　

会

議

で

は

、

国

税

庁

か

ら

評

価

方

法

の

見

直

し

に

当

た

っ

て

の

基

本

的

な

観

点

が

示

さ

れ

た

。

　

観

点

は

、

①

評

価

額

の

〝

崖

〟

の

解

消

、

②

評

価

額

の

恣

意

性

・

操

作

性

の

排

除

、

③

実

務

・

学

術

上

の

進

展

を

踏

ま

え

た

今

日

的

観

点

か

ら

の

見

直

し

、

④

第

三

者

へ

の

事

業

承

継

等

の

動

向

も

踏

ま

え

た

評

価

の

四

つ

。

①

は

異

な

る

規

模

区

分

の

評

価

会

社

が

発

行

し

た

取

引

相

場

の

な

い

株

式

を

取

得

し

た

者

間

の

株

式

評

価

の

公

平

性

の

確

保

と

評

価

額

操

作

の

誘

因

と

な

る

評

価

方

式

間

の

か

い

離

の

排

除

を

、

②

は

配

当

・

利

益

、

会

社

規

模

等

の

操

作

な

ど

に

よ

り

株

価

を

圧

縮

す

る

ス

キ

ー

ム

を

排

除

し

て

株

価

の

中

立

性

を

確

保

し

つ

つ

、

配

当

還

元

方

式

に

つ

い

て

特

例

的

評

価

の

趣

旨

を

踏

ま

え

た

見

直

し

と

適

用

株

主

を

作

出

す

る

ス

キ

ー

ム

の

排

除

を

、

③

は

昭

和

�

年

の

評

価

通

達

制

定

当

時

か

ら

の

金

利

変

動

を

踏

ま

え

た

適

正

な

還

元

率

へ

の

見

直

し

や

継

続

企

業

の

前

提

の

も

と

個

々

の

企

業

の

収

益

力

等

を

反

映

で

き

る

評

価

方

法

な

ど

と

す

る

こ

と

を

、

④

は

近

年

の

Ｍ

＆

Ａ

に

よ

る

第

三

者

へ

の

事

業

承

継

の

増

加

と

そ

の

際

の

企

業

価

値

評

価

を

踏

ま

え

た

検

討

な

ど

を

目

的

と

す

る

。

　

現

行

の

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

方

法

の

体

系

は

図

の

と

お

り

。

相

続

税

・

贈

与

税

の

課

税

対

象

と

な

る

財

産

の

う

ち

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

は

評

価

通

達

に

基

づ

き

株

主

の

区

分

や

会

社

の

規

模

に

応

じ

て

実

態

に

即

し

た

評

価

方

法

で

評

価

し

て

い

る

。

　

株

式

の

区

分

は

同

族

株

主

等

が

取

得

し

た

株

式

は

原

則

的

評

価

方

式

で

、

単

に

配

当

を

期

待

す

る

に

と

ど

ま

る

少

数

株

主

等

が

取

得

し

た

株

式

は

特

例

的

評

価

方

式

で

評

価

す

る

。

原

則

的

評

価

方

式

に

は

１

株

当

た

り

の

類

似

業

種

比

準

価

額

に

よ

り

評

価

す

る

類

似

業

種

比

準

方

式

、

１

株

当

た

り

の

純

資

産

価

額

に

よ

り

評

価

す

る

純

資

産

価

額

方

式

、

こ

れ

ら

の

併

用

方

式

が

あ

る

。

　

会

社

の

規

模

別

に

大

会

社

は

原

則

と

し

て

類

似

業

種

比

準

方

式

（

純

資

産

価

額

方

式

も

選

択

可

）

、

中

会

社

は

原

則

と

し

て

併

用

方

式

（

純

資

産

価

額

方

式

も

選

択

可

）

、

小

会

社

は

原

則

と

し

て

純

資

産

価

額

方

式

（

併

用

方

式

も

選

択

可

）

で

、

そ

れ

ぞ

れ

評

価

す

る

。

資

産

の

保

有

状

況

や

営

業

の

状

態

な

ど

が

特

異

な

会

社

は

、

特

定

の

評

価

会

社

と

し

て

原

則

と

し

て

純

資

産

価

額

方

式

で

評

価

す

る

。

　

検

査

院

の

指

摘

は

右

記

の

と

お

り

。

指

摘

の

よ

う

に

な

っ

た

要

因

と

し

て

、

検

査

院

は

過

去

に

行

わ

れ

た

通

達

改

正

で

類

似

業

種

比

準

価

額

の

引

下

げ

が

可

能

に

な

っ

た

こ

と

、

配

当

金

額

を

計

上

し

て

い

な

い

評

価

会

社

で

は

類

似

業

種

比

準

価

額

が

下

が

る

こ

と

な

ど

を

挙

げ

た

。

　

検

査

院

に

よ

る

指

摘

は

令

和

２

、

３

年

分

の

申

告

で

の

状

況

を

分

析

し

た

も

の

だ

が

、

今

回

、

国

税

庁

が

４

、

５

年

分

に

つ

い

て

も

新

た

に

分

析

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

検

査

院

の

指

摘

と

同

様

に

、

評

価

会

社

の

規

模

別

の

純

資

産

価

額

に

対

す

る

申

告

評

価

額

の

中

央

値

が

評

価

会

社

の

規

模

が

大

き

く

な

る

ほ

ど

低

く

な

り

、

異

な

る

規

模

の

評

価

会

社

間

で

相

対

的

に

不

均

衡

が

生

じ

て

い

る

お

そ

れ

が

あ

る

こ

と

が

改

め

て

確

認

さ

れ

た

。

ま

た

、

評

価

方

式

間

の

評

価

額

の

か

い

離

が

誘

因

と

な

り

、

純

資

産

価

額

方

式

の

適

用

を

回

避

し

よ

う

と

す

る

ス

キ

ー

ム

等

の

存

在

も

確

認

さ

れ

て

い

る

と

い

う

。

　

次

回

会

合

は

５

月

�

日

の

予

定

。

　

　

な

お

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

を

巡

っ

て

は

、

法

人

版

事

業

承

継

税

制

の

特

例

の

適

用

期

限

が

９

年

末

に

迫

っ

て

お

り

、

中

小

企

業

庁

が

設

置

し

た

検

討

会

で

同

税

制

の

あ

り

方

の

検

討

も

進

め

ら

れ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ４ �

第３６９６号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２６年



　

こ

の

春

、

社

会

人

に

な

っ

た

我

が

子

に

初

任

給

が

支

払

わ

れ

た

。

あ

れ

こ

れ

買

い

た

い

物

が

あ

っ

た

よ

う

だ

が

、

実

際

に

振

り

込

ま

れ

た

金

額

を

見

て

落

胆

し

て

い

た

。

働

き

出

し

て

間

も

な

い

た

め

、

満

額

の

支

払

い

で

は

な

か

っ

た

よ

う

だ

が

、

だ

と

し

て

も

想

像

以

上

に

手

取

り

金

額

が

少

な

か

っ

た

と

の

こ

と

★

親

の

扶

養

か

ら

外

れ

、

独

り

立

ち

す

る

こ

と

で

、

こ

れ

ま

で

ほ

と

ん

ど

意

識

し

た

こ

と

が

な

か

っ

た

税

金

や

社

会

保

険

料

に

つ

い

て

考

え

る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

現

時

点

で

は

税

金

を

取

ら

れ

た

と

感

じ

て

い

る

様

子

だ

が

、

納

税

す

る

意

味

や

税

の

役

割

を

理

解

し

て

く

れ

た

ら

と

願

う

★

こ

れ

ま

で

子

ど

も

と

税

金

に

つ

い

て

詳

し

く

話

し

た

こ

と

は

な

か

っ

た

が

、

給

与

明

細

の

見

方

や

各

種

控

除

の

意

味

、

資

産

形

成

の

仕

方

な

ど

も

含

め

て

伝

え

て

い

け

た

ら

と

思

う

。

初

任

給

の

使

い

道

と

し

て

、

親

へ

の

感

謝

を

表

す

予

定

は

な

い

の

か

も

聞

い

て

み

た

い

（

Ｄ

）

　

国

税

庁

は

�

日

、

「

令

和

８

年

４

月

源

泉

所

得

税

の

改

正

の

あ

ら

ま

し

」

を

公

表

し

た

。

８

年

度

税

制

改

正

に

伴

う

基

礎

控

除

や

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

、

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

の

改

正

の

ほ

か

、

所

得

税

法

施

行

令

お

よ

び

通

達

改

正

に

伴

っ

て

今

年

４

月

１

日

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

自

動

車

等

で

通

勤

し

て

い

る

人

に

係

る

通

勤

手

当

の

所

得

税

の

非

課

税

限

度

額

や

食

事

の

現

物

支

給

に

係

る

所

得

税

の

非

課

税

限

度

額

の

引

上

げ

等

の

内

容

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

。

ま

た

、

８

年

度

改

正

で

創

設

さ

れ

、

９

年

１

月

か

ら

適

用

さ

れ

る

防

衛

特

別

所

得

税

の

源

泉

徴

収

の

あ

ら

ま

し

も

あ

わ

せ

て

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

（

�

日

）

財

務

省

出

向

＜

大

臣

官

房

総

合

政

策

課

課

長

補

佐

＞

（

国

税

庁

長

官

官

房

人

事

課

課

長

補

佐

）林

　

ひ

と

み

　

社

会

保

障

国

民

会

議

は

�

日

、

第

４

回

有

識

者

会

議

を

開

催

し

た

。

　

こ

の

中

で

、

デ

ジ

タ

ル

庁

か

ら

給

付

付

き

税

額

控

除

の

実

施

に

当

た

っ

て

の

給

付

事

務

の

円

滑

化

・

迅

速

化

の

た

め

の

デ

ジ

タ

ル

ツ

ー

ル

に

つ

い

て

説

明

が

行

わ

れ

、

簡

素

な

要

件

で

限

定

さ

れ

た

対

象

者

へ

の

給

付

で

あ

っ

て

も

台

帳

作

成

や

支

給

方

法

な

ど

の

シ

ス

テ

ム

上

の

課

題

の

解

決

に

２

～

３

年

の

時

間

を

要

し

、

世

帯

単

位

で

の

収

入

要

件

な

ど

よ

り

精

緻

な

仕

組

み

と

す

る

場

合

は

そ

の

解

決

に

よ

り

中

長

期

（

４

年

以

上

）

を

要

す

る

見

込

み

で

あ

る

こ

と

が

示

さ

れ

た

。

　

簡

素

な

要

件

で

の

給

付

で

も

、

給

付

主

体

に

よ

る

対

象

者

抽

出

、

給

付

額

算

定

、

審

査

、

振

込

み

等

の

シ

ス

テ

ム

導

入

に

２

年

程

度

が

必

要

に

な

る

可

能

性

が

あ

り

、

振

込

み

エ

ラ

ー

や

過

誤

申

請

、

不

正

へ

の

対

応

な

ど

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

上

の

課

題

な

ど

に

も

対

処

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

基

礎

控

除

や

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

は

８

年

分

の

所

得

税

か

ら

適

用

さ

れ

る

。

た

だ

、

こ

れ

ら

は

源

泉

徴

収

義

務

者

の

事

務

負

担

に

配

慮

し

て

８

年

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

、

８

年

�

月

ま

で

の

源

泉

徴

収

事

務

に

変

更

は

生

じ

な

い

。

８

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

な

ど

８

年

�

月

以

後

の

源

泉

徴

収

事

務

か

ら

変

更

が

生

じ

る

こ

と

に

な

る

。

　

同

あ

ら

ま

し

で

は

、

「

令

和

８

年

の

給

与

等

の

源

泉

徴

収

事

務

に

お

け

る

留

意

事

項

」

を

設

け

て

お

り

、

こ

の

中

で

、

８

年

分

の

給

与

等

の

源

泉

徴

収

事

務

で

は

、

８

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

の

際

に

、

引

上

げ

後

の

基

礎

控

除

額

お

よ

び

改

正

後

の

国

税

庁

の

作

成

す

る

「

年

末

調

整

等

の

た

め

の

給

与

所

得

控

除

後

の

給

与

等

の

金

額

の

表

」

に

基

づ

い

て

１

年

間

の

税

額

を

計

算

し

、

改

正

前

の

「

源

泉

徴

収

税

額

表

」

に

よ

っ

て

計

算

し

た

源

泉

徴

収

税

額

と

の

精

算

を

行

う

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

８

年

分

の

給

与

等

の

源

泉

徴

収

事

務

で

、

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

の

改

正

も

８

年

�

月

１

日

以

後

に

支

払

う

給

与

等

か

ら

適

用

さ

れ

る

が

、

こ

の

改

正

に

よ

っ

て

新

た

に

扶

養

親

族

等

の

要

件

を

満

た

す

こ

と

と

な

っ

た

親

族

等

に

係

る

扶

養

控

除

等

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

は

「

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

」

等

の

提

出

が

必

要

に

な

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

「

通

勤

手

当

の

非

課

税

限

度

額

の

改

正

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

」

を

公

表

し

た

。

３

月

�

日

に

公

布

、

４

月

１

日

に

施

行

さ

れ

た

改

正

後

の

所

得

税

法

施

行

令

で

、

自

動

車

等

で

通

勤

し

て

い

る

人

に

係

る

通

勤

手

当

の

所

得

税

の

非

課

税

限

度

額

を

引

き

上

げ

る

と

と

も

に

、

通

勤

に

際

し

て

一

定

の

要

件

を

満

た

す

駐

車

場

等

を

利

用

し

、

そ

の

料

金

を

負

担

す

る

こ

と

を

常

例

と

す

る

人

に

対

し

、

月

額

５

０

０

０

円

を

上

限

に

通

勤

手

当

の

非

課

税

限

度

額

に

同

料

金

相

当

額

を

加

算

す

る

仕

組

み

が

設

け

ら

れ

た

こ

と

に

対

応

し

た

も

の

。

　

興

味

深

い

も

の

と

し

て

は

、

①

駐

車

場

等

の

料

金

相

当

額

の

通

勤

手

当

を

非

課

税

と

し

て

支

給

す

る

に

当

た

り

、

従

業

員

か

ら

駐

車

場

等

の

料

金

が

記

載

さ

れ

た

契

約

書

や

領

収

書

等

の

書

類

の

提

示

等

を

受

け

る

必

要

が

あ

る

か

、

②

従

業

員

が

選

ん

だ

会

社

付

近

の

駐

車

場

を

会

社

が

従

業

員

に

代

わ

っ

て

契

約

し

、

毎

月

６

０

０

０

円

の

駐

車

場

代

を

負

担

し

て

い

る

場

合

、

会

社

が

負

担

し

た

駐

車

場

代

は

通

勤

手

当

と

し

て

非

課

税

に

な

る

か

と

い

っ

た

質

疑

が

あ

る

。

　

①

の

回

答

で

は

、

法

令

上

の

義

務

は

な

い

も

の

の

、

非

課

税

限

度

額

の

計

算

に

当

た

っ

て

「

１

か

月

当

た

り

の

駐

車

場

等

の

料

金

相

当

額

」

を

算

出

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

そ

の

算

出

に

必

要

な

金

額

が

確

認

で

き

る

書

類

の

提

示

等

を

受

け

る

な

ど

し

て

金

額

を

確

認

す

る

必

要

は

あ

る

、

②

の

回

答

で

は

、

実

態

と

し

て

従

業

員

に

駐

車

場

代

相

当

額

の

通

勤

手

当

を

支

給

し

て

い

る

も

の

と

変

わ

り

が

な

い

の

で

、

負

担

し

た

６

０

０

０

円

に

つ

い

て

、

駐

車

場

等

の

料

金

相

当

額

の

通

勤

手

当

を

支

給

し

た

も

の

と

し

て

通

勤

手

当

の

非

課

税

限

度

額

の

計

算

を

行

う

こ

と

と

な

る

（

超

過

部

分

は

課

税

）

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

青

色

申

告

特

別

控

除

の

見

直

し

の

う

ち

、

簡

易

簿

記

に

よ

る

�

万

円

控

除

の

変

更

点

を

案

内

す

る

チ

ラ

シ

を

公

表

し

た

。

９

年

分

以

後

の

所

得

税

に

つ

い

て

、

不

動

産

所

得

ま

た

は

事

業

所

得

に

係

る

�

万

円

控

除

の

要

件

が

変

わ

る

。

　

具

体

的

に

は

、

�

万

円

の

青

色

申

告

特

別

控

除

の

対

象

者

か

ら

、

そ

の

年

に

お

い

て

不

動

産

所

得

ま

た

は

事

業

所

得

を

生

ず

べ

き

事

業

を

営

む

者

で

、

こ

れ

ら

の

所

得

に

係

る

取

引

を

簡

易

な

簿

記

の

方

法

に

よ

り

記

録

し

て

い

る

も

の

の

う

ち

、

そ

の

年

の

前

々

年

分

の

不

動

産

所

得

ま

た

は

事

業

所

得

に

係

る

収

入

金

額

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

る

者

は

�

万

円

の

青

色

申

告

特

別

控

除

が

適

用

で

き

な

く

な

る

。

　

た

だ

し

、

不

動

産

所

得

に

関

し

て

は

、

収

入

区

分

が

１

０

０

０

万

円

超

で

あ

る

場

合

、

事

業

的

規

模

の

者

の

み

控

除

対

象

外

と

な

り

、

業

務

的

規

模

の

者

は

、

改

正

前

と

同

様

に

最

大

�

万

円

の

控

除

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

た

。

な

お

、

業

務

的

規

模

の

者

は

、

複

式

簿

記

に

移

行

し

た

と

し

て

も

、

控

除

額

は

簡

易

簿

記

の

場

合

と

同

様

に

最

大

�

万

円

と

な

る

。

　

不

動

産

の

貸

付

け

が

事

業

的

規

模

か

ど

う

か

に

つ

い

て

は

、

原

則

と

し

て

社

会

通

念

上

事

業

と

称

す

る

に

至

る

程

度

の

規

模

で

行

わ

れ

て

い

る

か

ど

う

か

に

よ

っ

て

、

実

質

的

に

判

断

す

る

。

た

だ

し

、

建

物

の

貸

付

け

に

つ

い

て

は

、

次

の

い

ず

れ

か

の

基

準

に

当

て

は

ま

れ

ば

、

原

則

と

し

て

事

業

と

し

て

行

わ

れ

て

い

る

も

の

と

し

て

取

り

扱

わ

れ

る

。

　

①

貸

間

、

ア

パ

ー

ト

等

に

つ

い

て

は

、

貸

与

す

る

こ

と

の

で

き

る

独

立

し

た

室

数

が

お

お

む

ね

�

室

以

上

で

あ

る

こ

と

。

　

　

②

独

立

家

屋

の

貸

付

け

に

つ

い

て

は

、

お

お

む

ね

５

棟

以

上

で

あ

る

こ

と

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

国

税

庁

で

は

、

「

あ

ら

ゆ

る

税

務

手

続

が

税

務

署

に

行

か

ず

に

で

き

る

社

会

」

の

実

現

に

向

け

て

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

自

宅

や

事

務

所

か

ら

納

付

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

簡

単

・

便

利

な

手

続

き

で

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

に

よ

る

電

子

納

税

な

ど

多

様

な

納

付

手

段

を

取

り

揃

え

て

い

る

。

国

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

は

、

令

和

６

年

度

の

実

績

値

が

「

�

・

３

％

」

で

あ

っ

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

７

年

度

は

「

�

％

」

、

８

年

度

は

「

�

％

」

を

目

指

し

て

い

る

。

こ

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

重

点

的

な

取

組

み

や

、

納

付

書

を

使

用

す

る

際

の

留

意

点

な

ど

に

つ

い

て

、

〝

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

伝

道

師

〟

こ

と

国

税

庁

の

本

多

康

昭

管

理

運

営

課

長

に

話

を

聞

い

た

。

　

―

―

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

利

用

拡

大

に

当

た

っ

て

の

重

点

的

な

取

組

み

に

つ

い

て

。

　

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

」

と

は

、

よ

く

誤

解

さ

れ

る

の

で

す

が

、

単

な

る

「

現

金

を

使

用

し

な

い

」

と

い

う

意

味

で

の

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

」

だ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

社

会

全

体

の

デ

ジ

タ

ル

化

の

促

進

や

コ

ス

ト

縮

減

に

資

す

る

観

点

か

ら

、

金

融

機

関

や

税

務

署

へ

行

か

ず

に

自

宅

や

オ

フ

ィ

ス

等

か

ら

納

付

で

き

る

と

い

う

「

非

対

面

」

と

い

う

意

味

で

の

「

コ

ン

タ

ク

ト

レ

ス

」

、

ま

た

、

納

付

書

を

使

用

せ

ず

、

領

収

証

書

の

管

理

が

不

要

と

な

る

「

非

書

面

」

と

い

う

意

味

で

の

「

ペ

ー

パ

ー

レ

ス

」

の

、

３

つ

の

レ

ス

が

揃

っ

た

納

付

手

段

を

指

し

て

い

ま

す

。

　

国

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

は

、

マ

ジ

ョ

リ

テ

ィ

に

な

る

景

色

が

迫

る

一

方

で

、

納

付

件

数

の

う

ち

�

・

７

％

が

窓

口

納

付

で

あ

り

、

そ

の

大

部

分

が

金

融

機

関

で

の

納

付

と

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

窓

口

で

納

付

さ

れ

る

方

の

７

割

以

上

が

法

人

企

業

で

あ

り

、

税

目

で

は

５

割

以

上

を

源

泉

所

得

税

が

占

め

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

窓

口

納

付

の

大

部

分

を

占

め

る

、

法

人

企

業

の

源

泉

所

得

税

を

タ

ー

ゲ

ッ

ト

に

、

金

融

機

関

や

税

理

士

会

、

関

係

民

間

団

体

な

ど

各

種

関

係

機

関

の

皆

さ

ま

と

連

携

し

て

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

定

義

、

利

便

性

を

確

認

し

つ

つ

、

事

業

者

の

皆

さ

ま

に

利

用

を

促

す

こ

と

で

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

を

伸

ば

す

こ

と

と

し

て

い

ま

す

。

　

そ

れ

に

は

、

ま

ず

、

国

税

当

局

と

関

係

機

関

等

が

一

つ

の

目

標

を

共

有

し

、

連

携

し

て

取

り

組

め

る

よ

う

、

「

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

（

令

和

６

年

度

実

績

�

％

）

」

の

目

標

値

、

令

和

８

年

度

ま

で

に

「

�

％

」

を

新

た

に

設

定

し

ま

し

た

。

　

こ

の

目

標

に

向

け

て

、

昨

年

３

月

に

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

コ

ー

ナ

ー

」

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

開

設

し

ま

し

た

。

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

徴

収

高

計

算

書

の

作

成

、

送

信

、

電

子

納

税

の

一

連

の

手

続

き

を

体

験

す

る

中

で

、

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

実

感

し

て

い

た

だ

け

る

も

の

で

、

金

融

機

関

窓

口

で

の

利

用

勧

奨

や

行

員

の

方

の

研

修

な

ど

に

活

用

い

た

だ

い

て

い

ま

す

。

　

ま

た

、

特

定

の

日

や

曜

日

を

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

推

進

デ

ー

」

に

設

定

し

、

金

融

機

関

や

税

務

署

窓

口

で

、

来

店

・

来

署

さ

れ

た

皆

さ

ま

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

ご

案

内

し

て

い

ま

す

。

　

―

―

多

く

の

場

所

で

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

こ

と

を

聞

く

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

関

係

機

関

へ

の

働

き

か

け

、

連

携

の

状

況

に

つ

い

て

。

　

国

税

庁

で

は

、

総

務

省

・

地

方

税

共

同

機

構

・

金

融

庁

・

日

本

銀

行

・

全

国

銀

行

協

会

・

全

国

地

方

銀

行

協

会

・

第

二

地

方

銀

行

協

会

の

関

係

者

と

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

協

議

会

」

を

発

足

さ

せ

、

定

期

的

に

推

進

施

策

を

協

議

し

て

い

ま

す

。

　

ま

た

、

税

理

士

会

や

関

係

民

間

団

体

、

金

融

機

関

、

地

方

団

体

等

と

は

、

「

国

税

も

地

方

税

も

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

!!

」

の

合

言

葉

で

相

互

の

意

識

を

高

め

、

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

化

を

図

り

、

連

携

施

策

を

実

施

し

て

い

ま

す

。

さ

ら

に

、

事

業

者

の

皆

さ

ま

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

メ

リ

ッ

ト

を

享

受

し

て

い

た

だ

く

た

め

に

は

、

事

業

者

ご

自

身

の

意

識

改

革

・

行

動

変

容

を

促

し

て

い

く

こ

と

が

効

果

的

で

す

。

こ

の

た

め

、

各

省

庁

が

積

極

的

に

行

っ

て

い

る

デ

ジ

タ

ル

化

に

向

け

た

取

組

み

に

、

国

税

当

局

も

付

随

し

て

地

方

・

関

係

機

関

・

事

業

者

な

ど

に

ア

プ

ロ

ー

チ

す

る

な

ど

、

関

係

者

間

で

連

携

し

た

取

組

み

を

進

め

て

い

ま

す

。

各

省

庁

の

会

議

等

で

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

の

後

押

し

を

依

頼

し

つ

つ

、

財

務

局

や

経

済

産

業

局

等

へ

連

携

先

を

拡

大

し

て

い

ま

す

。

　

―

―

一

方

で

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

が

困

難

で

、

従

来

の

納

付

書

を

使

用

し

た

現

金

納

付

を

し

て

い

る

方

へ

の

留

意

点

に

つ

い

て

。

　

簡

単

・

便

利

な

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

で

す

が

、

舵

を

切

れ

き

れ

な

い

事

業

者

の

皆

さ

ま

の

さ

ま

ざ

ま

な

ご

事

情

も

理

解

で

き

る

と

こ

ろ

で

す

。

　

納

付

書

は

、

納

税

者

の

皆

さ

ま

が

金

融

機

関

窓

口

な

ど

で

納

付

さ

れ

た

後

、

日

本

銀

行

で

機

械

処

理

を

行

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

処

理

が

円

滑

に

行

わ

れ

る

よ

う

、

納

付

書

で

納

付

す

る

際

に

は

、

必

ず

税

務

署

で

用

意

し

た

所

定

の

納

付

書

を

ご

使

用

い

た

だ

く

よ

う

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

周

知

・

広

報

を

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

所

定

の

納

付

書

を

コ

ピ

ー

し

た

も

の

や

、

会

計

ソ

フ

ト

で

作

成

し

市

販

の

用

紙

で

印

刷

し

た

も

の

な

ど

は

、

こ

の

機

械

処

理

が

正

し

く

行

え

ず

、

納

付

事

実

の

確

認

に

時

間

を

要

し

、

納

税

証

明

書

の

発

行

時

期

が

遅

れ

る

な

ど

、

ご

不

便

を

お

掛

け

す

る

可

能

性

が

あ

り

ま

す

。

　

そ

の

た

め

、

納

付

書

の

使

用

に

当

た

っ

て

は

、

繰

り

返

し

と

な

り

ま

す

が

、

必

ず

税

務

署

で

交

付

を

受

け

た

所

定

の

納

付

書

を

使

用

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

　

―

―

最

後

に

、

納

税

者

へ

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

推

進

す

る

こ

と

で

、

事

業

者

の

皆

さ

ま

は

業

務

の

効

率

化

や

生

産

性

の

向

上

が

図

ら

れ

、

事

業

者

ご

自

身

の

Ｄ

Ｘ

化

を

推

進

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

ま

た

、

金

融

機

関

や

官

公

庁

に

と

っ

て

も

、

窓

口

事

務

の

合

理

化

や

経

費

削

減

、

現

金

取

扱

リ

ス

ク

の

軽

減

に

つ

な

が

り

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

は

、

事

業

者

の

皆

さ

ま

だ

け

で

な

く

、

受

け

手

で

あ

る

金

融

機

関

や

官

公

庁

に

と

っ

て

も

メ

リ

ッ

ト

が

あ

り

、

さ

ら

に

社

会

全

体

の

コ

ス

ト

縮

減

に

も

つ

な

が

る

、

い

わ

ゆ

る

「

三

方

よ

し

」

の

取

組

み

と

な

っ

て

い

ま

す

。

　

現

在

、

納

付

書

を

使

用

し

て

現

金

納

付

を

さ

れ

て

い

る

納

税

者

の

皆

さ

ま

、

国

税

庁

で

は

、

振

替

納

税

や

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

な

ど

と

い

っ

た

納

付

書

を

使

用

し

な

い

簡

単

・

便

利

な

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

ご

用

意

し

て

い

ま

す

の

で

、

ぜ

ひ

、

ご

利

用

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

国

税

庁

の

全

国

各

国

税

局

（

所

）

の

集

中

電

話

催

告

セ

ン

タ

ー

室

（

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

）

で

は

、

５

月

�

日

、

�

日

両

日

の

日

曜

日

に

、

閉

庁

日

の

納

税

催

告

を

行

う

。

　

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

は

、

国

税

の

納

期

限

ま

で

に

納

付

し

て

い

な

い

人

に

対

し

て

、

所

轄

の

税

務

署

に

代

わ

り

国

税

局

（

所

）

の

職

員

が

電

話

や

文

書

に

よ

る

納

税

催

告

を

行

っ

て

い

る

。

通

常

、

土

曜

日

、

日

曜

日

お

よ

び

祝

日

は

閉

庁

し

て

い

る

が

、

両

日

は

、

納

税

催

告

を

実

施

。

納

期

限

や

納

付

手

続

な

ど

に

つ

い

て

電

話

に

よ

る

案

内

も

行

う

。

　

５

月

�

日

は

札

幌

、

関

信

、

東

京

、

金

沢

、

名

古

屋

、

大

阪

、

広

島

、

高

松

、

福

岡

、

熊

本

の

�

局

が

実

施

し

、

�

日

は

仙

台

、

沖

縄

の

２

局

（

所

）

が

実

施

す

る

。

な

お

、

き

の

う

�

日

に

も

す

で

に

、

札

幌

、

東

京

、

金

沢

、

名

古

屋

、

大

阪

、

広

島

、

高

松

、

熊

本

、

沖

縄

の

９

局

（

所

）

の

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

が

電

話

催

告

を

実

施

し

た

。

　

ま

た

、

同

庁

は

、

税

務

職

員

を

装

っ

た

不

振

な

電

話

へ

の

注

意

喚

起

を

し

て

お

り

、

「

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

は

、

国

税

の

納

税

の

た

め

に

金

融

機

関

の

口

座

を

指

定

し

て

振

込

み

を

求

め

る

よ

う

な

こ

と

や

、

金

融

機

関

等

の

現

金

自

動

預

け

払

い

機

（

Ａ

Ｔ

Ｍ

）

の

操

作

を

求

め

る

こ

と

は

な

い

」

と

し

、

納

税

す

る

場

合

は

、

窓

口

納

付

や

コ

ン

ビ

ニ

納

付

、

ダ

イ

レ

ク

ト

分

割

納

付

な

ど

を

利

用

す

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

８

年

９

月

�

日

に

国

税

シ

ス

テ

ム

の

更

改

を

予

定

し

て

い

る

と

発

表

し

た

。

現

行

の

Ｋ

Ｓ

Ｋ

（

国

税

総

合

管

理

）

シ

ス

テ

ム

を

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

に

移

行

す

る

。

こ

れ

に

伴

い

、

多

く

の

申

告

書

や

申

請

・

届

出

書

、

法

定

調

書

の

様

式

が

新

し

く

な

る

と

し

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

�

日

、

中

小

企

業

庁

が

開

催

し

て

い

る

「

地

域

の

持

続

的

成

長

に

向

け

た

創

業

政

策

の

あ

り

方

検

討

会

」

の

取

り

ま

と

め

報

告

書

を

公

表

し

た

。

報

告

書

で

は

、

創

業

を

巡

る

現

状

と

課

題

・

論

点

や

、

創

業

者

の

類

型

の

整

理

を

示

す

と

と

も

に

、

今

後

の

政

策

の

あ

り

方

と

具

体

的

施

策

に

つ

い

て

、

論

点

ご

と

に

と

り

ま

と

め

て

い

る

。

　

創

業

政

策

の

今

後

の

方

向

性

と

し

て

は

、

創

業

の

多

様

性

を

前

提

に

創

業

後

の

成

長

類

型

を

整

理

し

つ

つ

、

創

業

前

・

時

の

支

援

だ

け

で

な

く

、

創

業

期

（

創

業

か

ら

５

年

程

度

ま

で

）

に

お

け

る

事

業

成

長

の

実

現

に

向

け

た

支

援

に

取

り

組

む

と

し

た

。

ま

た

、

地

域

に

お

い

て

、

創

業

の

良

質

な

「

土

壌

」

づ

く

り

を

進

め

、

創

業

が

持

続

的

に

生

ま

れ

、

成

長

す

る

エ

コ

シ

ス

テ

ム

の

構

築

と

、

そ

の

横

展

開

を

図

る

と

し

た

。

　

具

体

的

施

策

の

柱

と

し

て

は

、

①

創

業

機

運

の

醸

成

、

②

創

業

者

の

リ

テ

ラ

シ

ー

向

上

や

人

手

不

足

へ

の

対

応

・

資

金

の

確

保

に

係

る

支

援

、

③

創

業

期

に

お

け

る

さ

ら

な

る

成

長

支

援

の

強

化

。

④

創

業

支

援

施

策

の

周

知

徹

底

が

示

さ

れ

た

。

　

今

後

の

政

策

評

価

に

お

い

て

は

、

①

創

業

期

に

お

け

る

成

長

、

②

創

業

者

数

の

増

加

、

③

創

業

エ

コ

シ

ス

テ

ム

の

構

築

の

推

進

の

三

つ

の

指

標

を

組

み

合

わ

せ

て

評

価

を

行

う

と

し

て

い

る

。

　

日

本

公

認

会

計

士

協

会

（

南

成

人

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

第

�

回

日

本

公

認

会

計

士

協

会

学

術

賞

の

審

査

結

果

を

公

表

し

た

。

　

同

協

会

で

は

、

広

く

、

会

計

、

監

査

、

税

務

、

経

営

お

よ

び

公

会

計

等

の

学

術

の

発

展

に

寄

与

し

、

公

認

会

計

士

の

業

務

の

向

上

に

資

す

る

と

認

め

た

優

秀

な

著

書

に

対

し

て

学

術

賞

を

、

マ

ネ

ー

ジ

メ

ン

ト

・

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

・

サ

ー

ビ

ス

（

Ｍ

Ｃ

Ｓ

）

業

務

の

充

実

お

よ

び

発

展

に

寄

与

す

る

と

認

め

た

優

秀

な

著

書

に

対

し

て

は

学

術

賞

―

Ｍ

Ｃ

Ｓ

賞

を

、

ま

た

、

公

認

会

計

士

の

業

務

の

向

上

に

資

す

る

と

認

め

た

会

員

お

よ

び

準

会

員

の

著

書

に

対

し

て

は

学

術

賞

―

会

員

特

別

賞

を

授

与

し

、

こ

れ

を

顕

彰

し

て

い

る

。

　

今

回

の

授

賞

作

品

は

以

下

の

と

お

り

。

　

○

学

術

賞

　

「

企

業

会

計

の

本

質

を

巡

っ

て

　

プ

ロ

ト

タ

イ

プ

と

デ

ジ

タ

ル

社

会

」

同

志

社

大

学

大

学

院

商

学

研

究

科

後

期

博

士

課

程

教

授

／

田

口

聡

志

　

○

学

術

賞

―

Ｍ

Ｃ

Ｓ

賞

　

「

南

山

大

学

学

術

叢

書

／

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

・

バ

イ

ア

ウ

ト

の

経

済

分

析

―

動

機

・

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

・

株

主

の

富

」

立

教

大

学

経

済

学

部

教

授

／

川

本

真

哉

　

○

学

術

賞

―

会

員

特

別

賞　

「

地

方

公

会

計

改

革

の

深

化

―

定

性

的

・

統

計

的

分

析

に

よ

る

検

討

」

九

州

共

立

大

学

経

済

学

部

教

授

／

大

川

裕

介

　

令

和

８

年

度

（

第

�

回

）

税

理

士

試

験

が

８

月

４

日

か

ら

同

月

６

日

ま

で

開

催

さ

れ

る

こ

と

が

公

告

さ

れ

た

が

、

同

試

験

か

ら

、

税

理

士

試

験

Ｗ

Ｅ

Ｂ

申

請

オ

フ

ィ

シ

ャ

ル

サ

イ

ト

（

専

用

サ

イ

ト

）

か

ら

の

オ

ン

ラ

イ

ン

に

よ

る

受

験

申

込

み

が

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

れ

に

よ

り

、

税

理

士

試

験

の

申

込

み

、

結

果

通

知

の

確

認

お

よ

び

各

種

申

請

等

が

オ

ン

ラ

イ

ン

上

で

可

能

に

な

る

。

専

用

サ

イ

ト

の

開

設

に

よ

り

、

従

来

の

税

理

士

試

験

に

関

す

る

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

す

べ

て

の

オ

ン

ラ

イ

ン

手

続

き

は

３

月

�

日

を

も

っ

て

終

了

し

た

。

　

今

回

の

試

験

の

専

用

サ

イ

ト

で

の

受

験

申

込

み

の

受

付

期

間

は

４

月

�

日

か

ら

５

月

８

日

ま

で

。

　

た

だ

し

、

受

験

手

数

料

の

納

付

は

、

受

験

申

込

後

に

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

可

能

と

な

る

専

用

の

手

数

料

貼

付

台

紙

に

印

紙

を

貼

付

し

郵

送

す

る

必

要

が

あ

る

な

ど

、

注

意

点

も

あ

る

。

　

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

様

式

が

変

更

さ

れ

る

申

告

書

等

の

公

表

時

期

・

受

付

開

始

時

期

が

示

さ

れ

て

お

り

、

１

７

０

０

超

の

様

式

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

（

年

分

ご

と

の

重

複

等

を

含

む

）

。

例

え

ば

、

法

人

税

関

係

で

は

、

別

表

１

の

様

式

公

開

時

期

が

８

年

８

月

頃

、

受

付

開

始

時

期

が

８

年

９

月

�

日

以

降

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

申

告

書

の

控

用

は

な

く

な

り

、

申

告

書

の

配

色

は

原

則

と

し

て

白

黒

に

な

る

予

定

。

　

納

付

書

、

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

の

様

式

も

変

更

さ

れ

る

。

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

に

つ

い

て

は

、

具

体

的

な

変

更

内

容

（

記

載

内

容

等

）

も

示

さ

れ

て

い

る

（

令

和

７

年

９

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

　

国

税

シ

ス

テ

ム

の

更

改

に

伴

い

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

で

き

な

い

時

間

も

発

生

す

る

。

具

体

的

に

は

、

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

時

間

と

し

て

、

９

月

�

日

の

０

時

か

ら

９

月

�

日

の

８

時

�

分

ま

で

、

９

月

�

日

の

０

時

か

ら

�

時

ま

で

は

利

用

不

可

と

な

っ

て

い

る

の

で

注

意

が

必

要

だ

。

　

ま

た

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

Ｉ

Ｐ

ア

ド

レ

ス

の

仕

様

も

変

更

さ

れ

る

。

仕

様

変

更

後

、

Ｉ

Ｐ

ア

ド

レ

ス

は

非

公

開

と

な

る

た

め

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

接

続

す

る

際

、

Ｉ

Ｐ

ア

ド

レ

ス

を

指

定

し

て

接

続

し

て

い

る

場

合

は

、

Ｕ

Ｒ

Ｌ

で

の

接

続

に

変

更

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

防

衛

特

別

法

人

税

に

関

す

る

納

付

手

続

等

に

つ

い

て

、

�

日

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

防

衛

特

別

法

人

税

新

設

に

関

す

る

案

内

と

留

意

事

項

に

つ

い

て

を

公

表

し

た

。

　

令

和

７

年

度

税

制

改

正

法

に

よ

り

防

衛

財

源

確

保

法

が

改

正

さ

れ

、

防

衛

特

別

法

人

税

が

創

設

さ

れ

た

。

こ

れ

に

伴

い

、

８

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

事

業

年

度

か

ら

、

各

事

業

年

度

の

所

得

に

対

す

る

法

人

税

を

課

さ

れ

る

法

人

は

、

防

衛

特

別

法

人

税

の

納

税

義

務

者

と

な

り

、

防

衛

特

別

法

人

税

確

定

申

告

書

の

提

出

が

必

要

と

な

る

。

中

小

法

人

に

配

慮

す

る

観

点

か

ら

、

課

税

標

準

と

な

る

法

人

税

額

か

ら

５

０

０

万

円

を

控

除

す

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

防

衛

特

別

法

人

税

額

が

ゼ

ロ

で

あ

っ

て

も

申

告

は

必

要

と

な

る

。

中

間

申

告

書

は

、

９

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

事

業

年

度

か

ら

提

出

が

必

要

と

な

る

。

　

留

意

事

項

等

で

は

、

防

衛

特

別

法

人

税

に

つ

い

て

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

受

付

開

始

時

期

、

納

付

方

法

、

更

正

の

請

求

、

納

税

証

明

書

の

交

付

請

求

な

ど

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

納

付

方

法

に

つ

い

て

は

、

９

年

５

月

ま

で

の

間

、

防

衛

特

別

法

人

税

を

納

付

す

る

場

合

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

８

年

分

の

路

線

価

図

等

の

公

開

予

定

日

は

、

７

月

１

日

�

時

を

予

定

し

て

い

る

と

発

表

し

た

。

路

線

価

図

等

は

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

「

財

産

評

価

基

準

書

路

線

価

図

・

評

価

倍

率

表

」

で

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　今回は、３割特例の適用の可否で特に判断に迷うケースにつ

いて解説します。

⑴　相続があった場合の適用の可否

　３割特例は、インボイス発行事業者の登録（以下「登録」と

いいます。）とは別の理由により課税事業者となる課税期間は

適用できませんので、登録開始日の前日までに相続があった場

合に、消費税法�条１項（（相続があった場合の納税義務の免除

の特例））の規定により課税事業者となる課税期間、すなわち、

登録前から相続により課税事業者となっている課税期間につい

ては、３割特例の適用を受けることはできません。

　しかし、登録日以後に相続があった場合には、予期せぬ相続

により課税期間の途中から３割特例の適用が受けられないこと

になるのは不適当との理由から、相続があった日の属する課税

期間については３割特例の適用を受けることができます（�年

改正法附則�の２、�の３）。

　例えば、免税事業者である個人事業者が令和９年４月１日に

登録を受け、同月の�日に課税事業者である被相続人の事業を

承継した場合には、令和９年分について３割特例の適用を受け

ることができます。しかし、令和�年分については、通常であ

れば相続があったことが理由で課税事業者ということになりま

すから、３割特例の適用を受けることはできません。

⑵　調整対象固定資産を取得した場合の３年縛りとの関係

　「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後

２年以内に一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場

合は、「課税事業者選択不適用届出書」の提出が制限され、３

年間は課税事業者となることが強制されます（消法９⑦）。い

わゆる「３年縛り」と呼ばれるものです。

　ところで、登録ができるのは課税事業者に限られますから、

免税事業者が登録を受けるためには、本来であれば、「登録申

請書」と「課税事業者選択届出書」を併せて提出する必要があ

ります。

　しかし、令和５年�月１日から令和�年９月�日までの日の

属する課税期間においては、免税事業者に係る登録の経過措置

が設けられており、課税期間の途中であっても登録ができ、登

録開始日からその課税期間の末日までは納税義務が免除されな

いことから、免税事業者であっても「課税事業者選択届出書」

を提出せずに登録を受けることができます（�年改正法附則�

④、消基通�－１－１）。

　この経過措置により登録を受けた事業者は、「課税事業者選

択届出書」を提出していませんから、３年縛りが適用される要

件を満たさないことになり、別の理由により課税事業者となら

なければ、３割特例の適用を受けることができます。

　

各

種

加

算

税

の

賦

課

決

定

に

お

い

て

は

、

「

正

当

な

理

由

」

が

存

す

る

場

合

に

は

、

課

税

さ

れ

な

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

こ

の

場

合

の

「

正

当

な

理

由

」

は

、

一

般

に

、

「

（

加

算

税

の

）

本

質

が

、

租

税

申

告

の

適

正

を

確

保

し

、

も

っ

て

申

告

納

税

制

度

の

秩

序

を

維

持

す

る

も

の

で

、

租

税

債

権

確

保

の

た

め

に

納

税

義

務

者

に

課

せ

ら

れ

た

税

法

上

の

義

務

不

履

行

に

対

す

る

一

種

の

行

政

上

の

制

裁

と

い

う

も

の

で

あ

る

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

か

か

る

制

裁

を

課

す

る

こ

と

が

不

当

若

し

く

は

酷

と

思

料

さ

れ

る

事

情

の

存

す

る

こ

と

を

指

称

す

る

」

と

解

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

こ

の

「

正

当

な

理

由

」

が

生

じ

る

原

因

に

は

種

々

あ

る

が

、

例

え

ば

、

税

務

職

員

の

誤

指

導

に

よ

っ

て

過

少

申

告

等

が

生

じ

た

場

合

に

、

信

義

則

の

適

用

は

と

も

か

く

と

し

て

、

「

正

当

な

理

由

」

が

存

す

る

こ

と

に

な

る

（

札

幌

地

裁

昭

和

�

年

６

月

�

日

判

決

等

）

。

そ

の

延

長

線

上

の

問

題

と

し

て

、

公

刊

物

に

お

い

て

国

税

庁

等

の

担

当

者

が

そ

の

官

職

を

付

し

て

特

定

の

条

文

の

解

釈

・

適

用

を

解

説

し

て

い

る

場

合

に

、

当

該

解

釈

に

反

し

た

課

税

処

分

が

行

わ

れ

た

場

合

に

、

当

該

課

税

処

分

に

係

る

加

算

税

に

つ

い

て

の

「

正

当

な

理

由

」

の

存

否

が

問

題

と

な

る

。

　

こ

の

点

に

つ

き

、

税

務

当

局

の

担

当

者

が

執

筆

等

を

し

、

旧

大

蔵

省

の

外

郭

団

体

が

発

行

し

た

解

説

書

に

「

個

人

か

ら

法

人

に

対

す

る

無

利

息

貸

付

に

つ

い

て

は

課

税

関

係

は

生

じ

な

い

」

旨

記

述

さ

れ

て

い

た

こ

と

に

反

す

る

課

税

処

分

が

行

わ

れ

た

場

合

に

、

「

正

当

な

理

由

」

の

存

否

も

争

わ

れ

た

と

こ

ろ

、

東

京

高

裁

平

成

�

年

５

月

�

日

判

決

は

、

次

の

と

お

り

判

示

し

て

、

「

正

当

な

理

由

」

を

容

認

し

た

。

　

「

本

件

解

説

書

は

、

正

確

に

い

え

ば

、

私

的

な

著

作

物

で

あ

り

、

個

人

か

ら

法

人

に

対

す

る

無

利

息

貸

付

に

つ

い

て

本

件

規

定

の

適

用

が

一

切

な

い

こ

と

を

保

証

す

る

趣

旨

ま

で

は

記

載

さ

れ

て

い

な

い

が

、

各

巻

頭

の

「

推

薦

の

こ

と

ば

」

「

監

修

者

の

こ

と

ば

」

等

に

お

い

て

、

東

京

国

税

局

税

務

相

談

室

そ

の

他

の

税

務

当

局

に

寄

せ

ら

れ

た

相

談

事

例

及

び

職

務

の

執

行

の

際

に

生

じ

た

疑

義

に

つ

い

て

回

答

と

解

説

を

示

す

形

式

が

と

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

記

載

さ

れ

て

お

り

、

税

務

当

局

の

業

務

な

い

し

編

者

等

の

税

務

当

局

勤

務

者

の

職

務

と

の

密

接

な

関

連

性

を

窺

わ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

税

務

関

係

者

が

そ

の

編

者

等

や

発

行

者

か

ら

判

断

し

て

、

そ

の

記

載

内

容

が

税

務

当

局

の

見

解

を

反

映

し

た

も

の

と

認

識

し

、

す

な

わ

ち

、

税

務

当

局

が

個

人

か

ら

法

人

に

対

す

る

無

利

息

貸

付

に

つ

い

て

は

課

税

し

な

い

と

の

見

解

で

あ

る

と

解

す

る

こ

と

は

無

理

か

ら

ぬ

と

こ

ろ

で

あ

る

。

」

　

し

か

し

、

上

告

後

の

最

高

裁

平

成

�

年

７

月

�

日

判

決

は

、

次

の

と

お

り

判

示

し

て

、

「

正

当

な

理

由

」

を

否

定

し

た

。

　

「

本

件

各

解

説

書

は

、

そ

の

体

裁

等

か

ら

す

れ

ば

、

税

務

に

携

わ

る

者

に

お

い

て

そ

の

記

述

に

税

務

当

局

の

見

解

が

反

映

さ

れ

て

い

る

と

受

け

取

ら

れ

て

も

仕

方

が

な

い

面

が

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

そ

の

内

容

は

、

代

表

者

個

人

か

ら

会

社

に

対

す

る

運

転

資

金

の

無

利

息

貸

付

け

一

般

に

つ

い

て

別

段

の

定

め

の

あ

る

も

の

を

除

き

と

い

う

留

保

を

付

し

た

上

で

、

又

は

業

績

悪

化

の

た

め

資

金

繰

り

に

窮

し

た

会

社

の

た

め

に

代

表

者

個

人

が

運

転

資

金

５

０

０

万

円

を

無

利

息

で

貸

し

付

け

た

と

い

う

設

例

に

つ

い

て

、

い

ず

れ

も

、

代

表

者

個

人

に

所

得

税

法

�

条

１

項

に

い

う

収

入

す

べ

き

金

額

が

な

い

旨

を

解

説

す

る

も

の

で

あ

っ

て

、

代

表

者

の

経

営

責

任

の

観

点

か

ら

当

該

無

利

息

貸

付

け

に

社

会

的

、

経

済

的

に

相

当

な

理

由

が

あ

る

こ

と

を

前

提

と

す

る

記

述

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

か

ら

、

不

合

理

、

不

自

然

な

経

済

的

活

動

と

し

て

本

件

規

定

の

適

用

が

肯

定

さ

れ

る

本

件

貸

付

け

と

は

事

案

を

異

に

す

る

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

　

こ

の

二

つ

の

判

決

を

比

較

し

た

場

合

に

、

筆

者

自

身

、

長

年

、

加

算

税

の

あ

り

方

を

研

究

し

て

き

た

経

験

（

「

附

帯

税

の

実

務

研

究

」

大

蔵

財

務

協

会

刊

）

に

照

ら

し

、

高

裁

判

決

の

方

が

妥

当

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

現

に

、

国

税

庁

自

体

、

こ

の

事

件

を

契

機

に

、

職

員

が

官

職

を

付

け

て

解

説

を

す

る

こ

と

を

禁

じ

て

い

る

が

、

そ

の

こ

と

自

体

、

こ

の

事

件

に

過

少

申

告

加

算

税

を

課

し

た

こ

と

に

や

や

後

ろ

め

た

さ

を

感

じ

て

い

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

　

ま

た

、

税

法

の

規

定

が

複

雑

、

難

解

で

、

か

つ

、

毎

年

の

よ

う

に

改

正

さ

れ

る

が

た

め

に

、

国

税

当

局

の

解

説

は

実

務

家

に

と

っ

て

不

可

欠

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

を

信

用

す

る

こ

と

も

や

む

を

得

な

い

こ

と

で

あ

る

。

さ

す

れ

ば

、

最

高

裁

の

よ

う

な

考

え

方

は

、

納

税

者

と

税

務

官

庁

の

信

頼

関

係

や

当

時

の

課

税

実

務

を

あ

ま

り

に

も

無

視

し

て

い

た

こ

と

に

な

る

と

考

え

ら

れ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

昨

今

、

税

務

調

査

で

は

、

印

紙

税

を

チ

ェ

ッ

ク

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

た

め

、

大

量

に

作

成

す

る

文

書

の

よ

う

な

場

合

は

、

文

書

作

成

の

初

期

段

階

で

印

紙

税

の

課

否

な

ど

に

つ

い

て

適

切

な

判

断

を

し

て

お

く

こ

と

が

欠

か

せ

な

い

。

　

潜

在

的

な

税

務

上

の

リ

ス

ク

が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

印

紙

税

に

関

す

る

書

籍

は

、

法

人

税

、

消

費

税

、

相

続

税

な

ど

の

税

目

に

比

べ

る

と

数

が

少

な

く

、

更

に

は

、

研

修

で

取

り

上

げ

ら

れ

る

機

会

も

ほ

と

ん

ど

な

い

。

印

紙

税

は

税

理

士

に

よ

る

税

務

代

理

の

対

象

と

な

ら

な

い

税

目

で

あ

り

、

ま

た

、

税

理

士

試

験

の

受

験

科

目

で

も

な

い

の

で

、

体

系

的

に

理

解

す

る

こ

と

が

難

し

い

状

況

に

あ

る

と

い

え

る

。

　

そ

こ

で

本

書

は

、

実

務

で

直

面

す

る

問

題

と

し

て

、

課

税

文

書

の

範

囲

、

事

例

ご

と

の

課

否

判

定

の

考

え

方

、

更

に

は

、

印

紙

税

調

査

の

現

状

な

ど

を

コ

ン

パ

ク

ト

に

ま

と

め

、

理

解

し

や

す

い

構

成

と

し

た

。

　

「

印

紙

税

と

は

」

「

課

税

文

書

に

該

当

す

る

か

ど

う

か

の

判

断

」

「

消

費

税

額

等

が

区

分

記

載

さ

れ

た

場

合

の

印

紙

税

の

記

載

金

額

」

「

請

負

契

約

書

」

「

サ

ラ

リ

ー

マ

ン

等

が

作

成

す

る

受

取

書

」

な

ど

の

問

答

、

裁

決

事

例

も

収

録

。

　

Ａ

５

判

、

１

２

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

１

６

５

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

定

年

年

齢

を

超

え

て

勤

務

し

て

い

た

医

師

に

支

払

っ

た

一

時

金

は

退

職

を

原

因

と

し

て

給

付

さ

れ

た

も

の

と

認

め

ら

れ

、

退

職

所

得

に

該

当

す

る

と

し

た

事

例

。

　

病

院

を

経

営

す

る

法

人

の

審

査

請

求

人

が

雇

用

す

る

医

師

の

定

年

を

定

め

る

旨

の

就

業

規

則

改

正

を

行

っ

た

こ

と

に

伴

い

、

改

正

時

に

す

で

に

定

年

に

達

し

て

い

た

医

師

ら

に

退

職

金

と

し

て

支

払

っ

た

金

員

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

が

医

師

ら

は

退

職

扱

い

と

な

っ

た

後

も

勤

務

を

続

け

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

金

員

は

給

与

等

に

該

当

す

る

と

し

て

請

求

人

に

源

泉

所

得

税

等

の

納

税

告

知

処

分

等

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

従

来

の

勤

務

関

係

の

終

了

が

あ

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

な

ど

と

判

断

し

、

処

分

は

違

法

だ

っ

た

と

し

て

取

り

消

し

た

（

令

和

７

年

７

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

本

件

病

院

と

複

数

の

診

療

所

を

運

営

し

て

い

る

法

人

。

請

求

人

の

就

業

規

則

（

令

和

４

年

３

月

�

日

改

正

前

の

も

の

。

旧

就

業

規

則

）

お

よ

び

職

員

給

与

規

則

（

４

年

４

月

１

日

改

正

前

の

も

の

。

旧

給

与

規

則

、

旧

就

業

規

則

と

あ

わ

せ

て

各

旧

規

則

）

で

は

、

旧

就

業

規

則

は

請

求

人

の

業

務

に

従

事

す

る

す

べ

て

の

職

員

に

適

用

す

る

が

、

病

院

長

、

副

院

長

な

ど

一

定

の

者

に

は

適

用

し

な

い

部

分

が

あ

る

こ

と

、

旧

就

業

規

則

に

は

旧

給

与

規

則

が

附

属

す

る

こ

と

、

職

員

の

定

年

は

�

歳

と

す

る

が

、

請

求

人

が

業

務

上

必

要

と

認

め

、

か

つ

、

本

人

が

希

望

し

た

職

員

は

定

年

延

長

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

な

ど

が

規

定

さ

れ

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

医

師

に

は

旧

就

業

規

則

の

定

年

の

定

め

を

適

用

し

て

い

な

か

っ

た

た

め

、

医

師

４

人

（

本

件

医

師

ら

）

は

�

歳

を

超

え

て

か

ら

も

本

件

病

院

等

に

勤

務

し

て

い

た

。

４

人

の

う

ち

の

１

人

は

平

成

�

年

４

月

１

日

か

ら

令

和

６

年

６

月

�

日

ま

で

の

間

、

請

求

人

で

代

表

権

お

よ

び

業

務

執

行

権

の

な

い

理

事

だ

っ

た

。

　

請

求

人

は

各

旧

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

こ

と

と

し

、

旧

就

業

規

則

は

４

年

３

月

�

日

付

で

、

旧

給

与

規

則

は

４

年

４

月

１

日

付

で

そ

れ

ぞ

れ

改

正

さ

れ

た

。

各

旧

規

則

の

改

正

で

医

師

の

定

年

を

�

歳

と

す

る

旨

が

明

記

さ

れ

た

。

　

本

件

医

師

ら

は

�

歳

を

超

え

て

本

件

病

院

等

に

勤

務

し

て

い

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

は

４

年

３

月

�

日

ま

で

に

本

件

医

師

ら

と

各

旧

規

則

改

正

後

の

処

遇

に

つ

い

て

合

意

。

請

求

人

は

４

年

３

月

�

日

ま

で

に

本

件

医

師

ら

か

ら

３

月

�

日

付

で

退

職

事

由

を

定

年

と

す

る

旨

記

載

さ

れ

た

退

職

願

の

提

出

を

受

け

、

４

月

以

降

の

新

た

な

雇

用

契

約

を

締

結

し

た

。

同

雇

用

契

約

書

に

は

賃

金

は

年

俸

制

と

す

る

こ

と

、

退

職

金

は

支

給

し

な

い

こ

と

な

ど

が

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

請

求

人

は

４

年

３

月

�

日

、

本

件

医

師

ら

に

退

職

金

の

名

目

で

本

件

一

時

金

を

そ

れ

ぞ

れ

支

払

っ

た

。

本

件

一

時

金

は

、

本

件

医

師

ら

が

そ

れ

ぞ

れ

�

歳

に

達

し

た

年

度

の

末

日

ま

で

の

勤

続

年

数

や

基

本

給

な

ど

を

基

準

に

、

旧

給

与

規

則

に

お

け

る

退

職

手

当

の

定

め

に

基

づ

き

算

出

さ

れ

て

い

た

。

審

査

請

求

に

至

る

経

緯

　

請

求

人

は

４

年

４

月

�

日

、

本

件

一

時

金

が

所

得

税

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

退

職

手

当

等

に

該

当

す

る

と

し

て

計

算

し

た

源

泉

徴

収

に

係

る

所

得

税

等

を

納

付

し

た

。

原

処

分

庁

は

本

件

一

時

金

が

退

職

手

当

等

に

該

当

せ

ず

、

一

時

に

支

給

す

る

臨

時

的

な

給

与

に

該

当

す

る

か

ら

、

同

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

賞

与

に

該

当

す

る

な

ど

と

し

て

、

６

年

７

月

９

日

付

で

源

泉

所

得

税

等

の

各

納

税

告

知

処

分

等

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

一

時

金

が

所

得

税

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

給

与

等

ま

た

は

同

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

退

職

手

当

等

の

い

ず

れ

に

該

当

す

る

か

。

原

処

分

庁

の

主

張

　

請

求

人

が

運

営

す

る

病

院

等

で

勤

務

す

る

本

件

医

師

ら

に

退

職

金

の

名

目

で

支

払

っ

た

本

件

一

時

金

に

つ

い

て

、

請

求

人

と

本

件

医

師

ら

の

間

に

は

、

退

職

お

よ

び

再

雇

用

と

い

う

実

質

が

な

く

、

従

来

の

勤

務

関

係

が

そ

の

ま

ま

継

続

し

て

い

た

こ

と

が

推

測

さ

れ

、

本

件

医

師

ら

は

、

再

雇

用

と

さ

れ

た

前

後

で

賃

金

が

同

水

準

で

あ

り

、

そ

の

役

職

も

変

動

が

な

か

っ

た

と

推

認

さ

れ

る

こ

と

等

か

ら

、

勤

務

関

係

が

終

了

し

た

と

し

て

も

、

勤

務

関

係

の

性

質

、

内

容

お

よ

び

労

働

条

件

等

に

重

大

な

変

動

が

あ

っ

て

、

形

式

的

に

は

継

続

し

て

い

る

勤

務

関

係

が

実

質

的

に

は

単

な

る

従

前

の

勤

務

関

係

の

延

長

と

は

み

ら

れ

な

い

な

ど

の

特

別

の

事

実

関

係

が

あ

っ

た

と

も

認

め

ら

れ

な

い

。

ま

た

、

本

件

一

時

金

が

合

理

的

な

理

由

に

よ

る

退

職

金

支

給

制

度

の

実

質

的

改

変

に

よ

り

精

算

の

必

要

が

あ

っ

て

支

給

さ

れ

た

も

の

と

も

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

、

本

件

一

時

金

は

所

得

税

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

退

職

手

当

等

に

該

当

し

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

の

理

事

を

兼

務

す

る

医

師

（

兼

務

医

師

）

を

除

く

本

件

医

師

ら

は

、

新

た

な

雇

用

契

約

に

至

る

経

緯

お

よ

び

内

容

を

踏

ま

え

る

と

、

雇

用

形

態

の

法

的

性

質

は

大

き

く

異

な

っ

て

お

り

、

請

求

人

を

取

り

巻

く

状

況

等

を

踏

ま

え

る

と

、

各

雇

用

契

約

の

前

後

で

業

務

内

容

お

よ

び

賃

金

等

の

変

動

が

な

い

こ

と

を

も

っ

て

従

来

の

勤

務

関

係

が

終

了

し

て

い

な

い

と

み

る

の

は

相

当

で

な

く

、

請

求

人

の

各

雇

用

契

約

締

結

の

目

的

も

合

理

的

な

理

由

を

有

す

る

か

ら

、

従

来

の

勤

務

関

係

の

終

了

が

あ

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

。

　

兼

務

医

師

に

つ

い

て

は

、

理

事

の

身

分

に

変

更

が

な

い

か

ら

請

求

人

で

の

勤

務

関

係

が

終

了

し

た

と

は

い

え

な

い

が

、

使

用

人

と

し

て

は

他

の

医

師

ら

と

同

様

に

従

来

の

勤

務

関

係

が

終

了

し

た

と

認

め

ら

れ

、

兼

務

医

師

に

係

る

本

件

一

時

金

は

理

事

と

し

て

の

職

務

に

対

す

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

等

か

ら

、

使

用

人

と

し

て

の

関

係

で

は

、

実

質

的

に

み

て

所

得

税

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

「

退

職

に

よ

り

一

時

に

受

け

る

給

与

」

と

い

う

た

め

の

各

要

件

の

要

求

す

る

と

こ

ろ

に

適

合

し

、

課

税

上

、

こ

れ

と

同

一

に

取

り

扱

う

こ

と

が

相

当

で

あ

り

、

同

項

に

規

定

す

る

「

こ

れ

ら

の

性

質

を

有

す

る

給

与

」

に

該

当

す

る

と

認

め

ら

れ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

一

時

金

は

所

得

税

法

�

条

１

項

規

定

の

退

職

手

当

等

に

該

当

す

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



た

ん

た

ん

　

調

査

は

坦

々

と

進

ん

だ

。

ど

の

帳

簿

も

非

の

打

ち

所

が

な

い

。

そ

も

そ

も

社

長

は

、

商

業

高

校

で

財

務

会

計

を

教

え

た

経

験

が

あ

り

、

無

論

、

簿

記

に

も

精

通

し

て

い

た

。

「

さ

す

が

で

す

ね

。

仕

訳

も

そ

う

な

ら

、

法

人

税

法

の

取

り

扱

い

も

、

今

ま

で

の

と

こ

ろ

問

題

あ

り

ま

せ

ん

」

「

お

粗

末

様

で

す

」

社

長

は

頭

を

下

げ

た

。

「

と

こ

ろ

で

先

生

が

、

い

や

失

礼

、

社

長

さ

ん

が

、

当

地

に

来

ら

れ

て

、

今

の

仕

事

を

始

め

ら

れ

た

き

っ

か

け

は

、

何

だ

っ

た

の

で

す

か

」

「

ひ

と

口

で

い

え

ば

、

縁

で

す

か

な

」

「

ど

の

よ

う

な

ご

縁

で

？

」

「

私

の

生

ま

れ

は

沖

縄

で

、

こ

れ

ま

た

縁

が

あ

り

教

職

に

就

き

ま

し

て

な

。

聖

職

と

は

申

し

ま

せ

ん

が

、

価

値

あ

る

仕

事

で

し

た

。

　

た

だ

、

こ

れ

で

自

分

の

一

生

を

終

え

て

し

ま

っ

て

よ

い

の

か

と

思

う

と

こ

ろ

も

あ

り

、

そ

ん

な

気

持

ち

を

心

の

奥

に

押

し

込

め

て

、

日

々

暮

ら

し

て

い

た

わ

け

で

す

わ

。

　

そ

ん

な

と

こ

ろ

、

当

地

に

い

た

古

く

か

ら

の

友

人

が

、

廃

業

し

た

い

と

い

う

の

で

、

８

年

前

に

引

き

継

い

だ

っ

て

わ

け

で

す

わ

」

「

８

年

前

と

な

る

と

、

そ

れ

以

降

バ

ブ

ル

経

済

、

そ

れ

が

弾

け

急

転

直

下

。

ま

さ

に

激

動

の

時

期

を

経

験

さ

れ

、

大

変

で

し

た

ね

？

」

「

お

っ

し

ゃ

る

通

り

。

今

も

火

の

車

、

文

字

通

り

自

転

車

操

業

で

す

わ

」

　

バ

ブ

ル

時

代

に

購

入

し

た

車

両

の

大

半

は

す

で

に

売

却

し

た

も

の

の

、

な

お

も

残

債

の

支

払

い

が

重

く

の

し

か

か

っ

て

も

い

た

。

「

た

だ

、

あ

の

子

の

よ

う

に

親

御

さ

ん

か

ら

預

か

っ

て

い

る

以

上

は

、

が

ん

ば

ら

ね

ば

な

ら

な

い

と

思

っ

て

、

ど

う

に

か

こ

う

に

か

踏

ん

張

っ

て

い

ま

す

わ

。

社

員

は

み

な

私

よ

り

若

い

の

で

、

経

営

者

と

し

て

は

路

頭

に

迷

わ

す

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

ま

あ

、

い

つ

ま

で

た

っ

て

も

、

教

師

気

質

が

抜

け

ん

で

す

よ

」

　

社

長

は

声

な

く

笑

み

を

浮

か

べ

た

。

　

杉

江

は

頷

く

と

、

帳

票

に

目

を

落

と

し

た

。

◇

　

　

　

◇

　

　

　

◇

　

調

査

２

日

目

、

昼

食

の

時

間

帯

、

杉

江

は

外

に

出

た

。

息

が

つ

ま

っ

た

か

ら

だ

。

今

の

と

こ

ろ

非

違

事

項

は

、

な

に

１

つ

な

い

。

「

こ

れ

じ

ゃ

あ

、

丸

コ

レ

だ

な

」

　

〝

是

認

〟

な

る

隠

語

が

口

を

つ

い

て

出

た

。

　

そ

も

そ

も

社

長

は

、

商

業

高

校

の

会

計

担

当

の

先

生

だ

っ

た

の

だ

。

そ

の

う

え

教

頭

と

き

て

い

る

。

そ

ん

な

専

門

家

で

堅

物

の

社

長

が

、

処

理

を

ミ

ス

っ

た

り

は

し

な

い

だ

ろ

う

。

ま

し

て

や

不

正

を

働

く

な

ど

考

え

ら

れ

な

い

ひ

と

ご

―

―

杉

江

は

心

の

中

で

独

り

言

ち

た

。

　

駅

を

挟

み

会

社

と

は

反

対

の

北

側

に

あ

る

そ

ば

や

蕎

麦

屋

に

入

り

、

か

つ

丼

を

食

べ

な

が

ら

、

杉

江

は

午

後

の

調

査

展

開

を

考

え

た

。

　

あ

と

は

、

源

泉

で

も

確

認

す

る

か

。

あ

る

い

は

、

資

料

せ

ん

の

収

集

で

も

し

て

、

時

間

つ

ぶ

を

潰

す

か

…

…

。

そ

　

調

査

の

戦

意

を

す

っ

か

り

削

が

れ

た

自

分

を

、

い

か

ん

、

い

か

ん

と

杉

江

自

身

が

鼓

舞

す

る

も

の

の

、

ど

う

に

も

気

合

が

入

ら

な

い

。

し

ょ

く

　

か

つ

丼

を

食

し

て

し

ま

う

と

、

蕎

麦

屋

で

時

間

を

潰

す

こ

と

も

で

き

な

い

。

か

と

い

い

駅

の

近

く

に

喫

茶

店

は

見

当

た

ら

な

い

。

　

重

い

溜

息

を

つ

く

と

、

駅

に

む

か

っ

た

。

　

改

札

口

前

の

ベ

ン

チ

に

座

り

し

ば

ら

く

い

た

が

、

夏

の

強

い

日

射

し

に

構

内

は

蒸

し

風

呂

の

よ

う

。

噴

き

出

す

汗

で

、

下

着

と

ワ

イ

シ

ャ

ツ

が

濡

れ

て

肌

に

く

っ

つ

い

て

い

く

。

　

な

に

や

っ

て

ん

だ

、

オ

レ

。

こ

ん

な

と

こ

ろ

に

い

て

も

何

も

始

ま

ら

な

い

じ

ゃ

な

い

か

。

敵

は

本

能

寺

に

あ

り

だ

ろ

。

と

っ

と

と

会

社

に

行

き

、

昼

休

み

、

先

生

と

雑

談

で

も

し

た

方

が

ま

し

だ

ろ

。

そ

う

す

れ

ば

、

思

わ

ぬ

突

破

口

が

見

え

て

く

る

か

も

知

れ

な

い

。

　

杉

江

は

重

い

調

査

カ

バ

ン

を

手

に

す

る

と

、

容

赦

な

く

照

り

つ

け

る

日

射

し

を

受

け

な

が

ら

会

社

に

向

か

っ

た

。

　

ほ

ど

な

く

し

て

赤

信

号

の

交

差

点

で

立

ち

止

ま

っ

た

。

会

社

の

ブ

ロ

ッ

ク

塀

の

角

に

置

か

れ

た

２

台

の

自

動

販

売

機

の

上

部

が

、

太

陽

の

光

を

う

け

チ

カ

チ

カ

と

光

っ

て

い

る

。

　

青

信

号

に

変

わ

る

と

、

杉

江

は

磁

石

に

吸

い

つ

け

ら

れ

る

よ

う

に

自

販

機

の

前

に

立

ち

、

百

円

玉

を

入

れ

缶

コ

ー

ヒ

ー

を

買

っ

た

。

　

日

陰

を

求

め

自

動

販

売

機

の

脇

に

立

つ

。

　

プ

ル

リ

ン

グ

を

引

き

な

が

ら

、

ふ

と

見

れ

ば

、

角

を

囲

む

よ

う

に

さ

ら

に

１

台

、

飲

料

メ

ー

カ

ー

の

赤

い

自

販

機

が

あ

っ

た

。

〝

あ

れ

っ

？

　

こ

の

収

入

っ

て

、

ど

こ

か

で

計

上

さ

れ

て

い

た

っ

け

…

…

？

〟

あ

お

　

一

気

に

グ

ッ

と

コ

ー

ヒ

ー

を

煽

る

と

、

足

元

に

調

査

カ

バ

ン

を

置

き

、

杉

江

は

３

期

分

を

と

じ

紐

で

く

く

っ

た

申

告

書

を

め

く

っ

た

。

　

損

益

計

算

書

の

売

上

の

内

訳

書

に

は

な

い

。

〝

じ

ゃ

あ

、

雑

収

入

か

…

…

あ

れ

っ

?!

〟

【みなし譲渡課税とその非課税措置】

　新公益信託では委託者（個人）が資産（譲渡所得等の

課税対象となる資産）を信託した場合、みなし譲渡課税

の対象になる（所法�①一）。公益法人等への贈与又は

遺贈で、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の

承認を受けた場合は、民間の公益活動を促進する観点

から、その贈与等はなかったものとみなし、譲渡益への

課税をしない非課税措置がある（措法�①後段）が、公

益信託についてもこの非課税措置が適用されることに

なった。具体的には、本非課税措置の対象となる贈与

等に「公益信託の受託者への贈与又は遺贈」が、適用

対象となる公益法人等に「公益信託の受託者」が、公

益目的事業に「公益信託事務」がそれぞれ追加された。

【相続税・贈与税】

　公益信託の委託者（個人）が資産を信託した場合で

受託者が個人の場合は、相続税や贈与税の課税関係が

生じるとも考えられるところ、公益信託の信託財産と

して遺贈・贈与により受託者が取得した財産の価額

は、相続税・贈与税の課税価格に算入しないこととさ

れた（新相法�①四、�の３①四）ため、従来と同様、

相続税・贈与税の課税関係は生じない。

【寄附金控除等】

　公益信託の委託者が個人の場合の寄附金控除の対象

は、従来、認定特定公益信託への拠出に限られていた

（旧所法�③）が、その限定はなくなり、新たな公益信

託の信託財産とするための拠出は、公益法人への寄附

と同様に寄附金控除の対象となった（新所法�②四）。

なお、公益信託に係る信託事務全般への寄附が対象と

なるので、学資の支給などの公益事務だけでなく管理

費に充てられる寄附も対象となる。なお、公益法人と

異なり、税額控除の対象にはならない。

　委託者が法人の場合、従来は、特定公益信託の信託

財産への拠出に限り寄附金として限度額までの損金算

入が認められ、さらに認定特定公益信託への拠出は特

定公益増進法人と共通の別枠で損金算入が認められた

（旧法法�⑥）。新公益信託においては、そのすべて

が特定公益増進法人に対する寄附金と共通の別枠で損

金算入が認められることとなった（新法法�⑤）。

【相続財産を公益信託に拠出した場合の相続税】

　相続財産を新公益信託の信託財産とするために拠出

した場合は、従来の認定特定公益信託への拠出と同様

に相続税の非課税制度の対象となる（措法�③）。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　公益社団法人広島南法人会（塩本能尚会長＝写

真中央）は３月�日、青年部会（吉岡佑樹部会長

＝同左）と女性部会（仮田久仁子部会長＝同右）

が中心となり、広島みなとフェスタ会場の一角に

税金クイズのブースを設置し、地域の子どもたち

に税知識の普及活動を行った。

　広島みなとフェスタは、広島みなと公園一帯で

毎年３月に行われるイベントで、今年は土、日の

２日間で約７万人近い来場者があった。

　当日は晴天に恵まれ、開始時間前から親子連れ

がたくさん並んでいたため、予定より�分早くス

タート。税金クイズを親子で考えて回答し、青年

部会メンバーが答え合わせをして、間違っている

答えは、丁寧に解説していた。クイズの後、子ど

もたちは景品を受け取り、スーパーボールすくい

にチャレンジし、楽しい休日の１ページを親子で

税金を学びながら満喫した。

　準備した６５０個の景品も、予定時間より早くな

くなり、盛況のうちに終了した。

　クイズに参加した子どもたちは、「税金クイズは

難しかったけど楽しかったです。税金のことをも

っと知りたいと思いました」と感想を話していた。

　また、仮田女性部会長は、「子どもたちが楽し

みながら税金について学ぶ姿に、活動の意義を改

めて感じるとともに、今後も地域の皆さんと連携

しながら、未来を担う子どもたちに税金の大切さ

を伝える取組みを継続していきたい」と今後の抱

負を述べた。

　

兵

庫

・

公

益

社

団

法

人

西

宮

納

税

協

会

（

上

田

勝

嗣

会

長

）

は

８

日

、

西

宮

市

社

家

町

の

西

宮

神

社

会

館

で

、

新

酒

き

き

酒

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

フ

リ

ー

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

の

桑

原

征

平

さ

ん

、

元

プ

ロ

野

球

選

手

の

葛

城

育

郎

さ

ん

ら

約

�

人

が

参

加

し

た

。

　

き

き

酒

会

で

は

、

「

大

吟

醸

」

「

純

米

」

「

本

醸

造

」

「

原

酒

」

の

タ

イ

プ

の

判

別

や

清

酒

の

甘

辛

さ

を

見

極

め

る

形

式

で

行

わ

れ

た

。

参

加

者

は

、

香

り

の

違

い

や

口

に

含

ん

で

「

難

し

い

な

～

」

と

首

を

傾

げ

な

が

ら

、

大

吟

醸

特

有

の

華

や

か

な

香

り

、

上

品

な

味

わ

い

な

ど

を

確

か

め

て

い

た

。

　

ま

た

、

き

き

酒

の

投

票

用

紙

に

は

お

酒

に

ま

つ

わ

る

税

金

ク

イ

ズ

が

記

載

さ

れ

て

お

り

、

参

加

者

は

熱

心

に

回

答

し

て

い

た

。

　

札

幌

国

税

局

は

こ

の

ほ

ど

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

推

進

す

る

た

め

、

全

国

初

と

な

る

国

税

庁

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の

イ

ー

タ

君

を

ラ

ッ

ピ

ン

グ

し

た

自

動

販

売

機

の

公

募

を

実

施

。

３

月

�

日

、

札

幌

第

二

合

同

庁

舎

に

お

い

て

除

幕

式

が

行

わ

れ

た

。

　

除

幕

式

で

山

下

和

博

局

長

は

、

自

動

販

売

機

と

い

う

非

常

に

身

近

な

媒

体

・

広

告

塔

を

通

じ

て

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

さ

ら

に

推

進

し

て

い

き

た

い

と

挨

拶

。

　

除

幕

式

に

は

、

札

幌

国

税

局

の

ほ

か

、

ラ

ッ

ピ

ン

グ

自

動

販

売

機

を

設

置

す

る

北

海

道

コ

カ

・

コ

ー

ラ

ボ

ト

リ

ン

グ

㈱

、

自

動

販

売

機

の

モ

ニ

タ

ー

で

放

映

さ

れ

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

動

画

を

制

作

し

た

学

校

法

人

北

海

道

安

達

学

園

札

幌

マ

ン

ガ

・

ア

ニ

メ

＆

声

優

専

門

学

校

の

生

徒

も

出

席

し

た

＝

写

真

。

　

ラ

ッ

ピ

ン

グ

自

動

販

売

機

は

こ

の

後

、

札

幌

第

二

合

同

庁

舎

及

び

札

幌

南

税

務

署

に

設

置

さ

れ

た

。

　

日

本

弁

護

士

連

合

会

（

松

田

純

一

会

長

）

は

５

月

�

日

、

オ

ン

ラ

イ

ン

配

信

を

交

え

、

東

京

都

内

の

弁

護

士

会

館

で

、

事

業

承

継

・

事

業

再

生

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

「

事

業

承

継

・

引

継

ぎ

時

の

経

営

者

保

証

解

除

に

つ

い

て

」

を

開

催

す

る

。

　

事

業

承

継

・

引

継

ぎ

時

に

お

け

る

経

営

者

保

証

解

除

に

つ

い

て

は

、

令

和

６

年

８

月

に

中

小

企

業

Ｍ

＆

Ａ

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

改

訂

が

な

さ

れ

る

等

、

様

々

な

施

策

に

よ

り

、

円

滑

に

行

わ

れ

る

よ

う

工

夫

が

施

さ

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

近

年

に

お

い

て

も

、

特

に

悪

質

な

Ｍ

＆

Ａ

仲

介

業

者

が

関

与

す

る

ケ

ー

ス

、

専

門

家

で

あ

る

弁

護

士

が

関

与

し

な

い

ケ

ー

ス

で

、

金

融

機

関

に

対

し

て

秘

密

裏

に

株

式

譲

渡

に

よ

る

事

業

承

継

が

行

わ

れ

、

株

式

譲

渡

後

に

旧

経

営

者

の

経

営

者

保

証

を

解

除

し

よ

う

と

し

て

も

金

融

機

関

に

応

じ

て

も

ら

え

ず

、

旧

経

営

者

に

と

っ

て

は

株

式

を

失

っ

た

上

で

負

債

だ

け

が

残

る

と

い

う

事

案

が

発

生

。

そ

こ

で

、

金

融

機

関

、

中

小

企

業

関

連

団

体

、

各

種

士

業

と

い

っ

た

中

小

企

業

を

取

り

巻

く

プ

レ

イ

ヤ

ー

向

け

に

、

事

業

承

継

・

引

継

ぎ

時

に

お

け

る

経

営

者

保

証

解

除

が

適

正

に

な

さ

れ

る

よ

う

、

近

時

の

実

例

や

今

後

の

対

応

策

に

関

す

る

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

を

開

催

す

る

こ

と

と

し

た

も

の

。

　

弁

護

士

ら

に

よ

る

パ

ネ

ル

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

な

ど

が

行

わ

れ

る

予

定

。

　

参

加

は

無

料

だ

が

、

申

し

込

み

方

法

な

ど

は

日

弁

連

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

。

　

神

奈

川

県

小

売

酒

販

組

合

連

合

会

（

佐

藤

和

慶

会

長

）

は

９

日

、

Ｊ

Ｒ

横

浜

駅

西

口

・

中

央

通

路

に

お

い

て

、

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

・

飲

酒

運

転

撲

滅

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

神

奈

川

県

小

売

酒

販

組

合

連

合

会

、

東

京

国

税

局

、

横

浜

中

税

務

署

及

び

戸

部

警

察

署

な

ど

の

各

関

係

団

体

か

ら

約

�

人

が

参

加

し

、

「

お

酒

は

�

歳

に

な

っ

て

か

ら

」

と

か

か

れ

た

ポ

ケ

ッ

ト

テ

ィ

ッ

シ

ュ

３

０

０

０

個

を

配

布

し

た

。

　

同

連

合

会

の

佐

藤

会

長

は

、

「

�

歳

未

満

に

は

お

酒

を

売

ら

ず

、

飲

ま

せ

ず

、

飲

酒

運

転

は

し

な

い

、

さ

せ

な

い

と

い

う

こ

と

を

徹

底

し

て

呼

び

掛

け

て

い

き

た

い

」

と

話

し

て

い

た

。

　

名

古

屋

中

税

務

連

絡

協

議

会

（

会

長

＝

水

野

一

樹

公

益

社

団

法

人

名

古

屋

中

法

人

会

筆

頭

副

会

長

）

は

６

日

、

名

古

屋

市

立

正

木

小

学

校

（

筒

井

孝

行

校

長

）

の

入

学

式

で

、

�

人

の

新

１

年

生

一

人

ひ

と

り

に

「

れ

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

を

手

渡

し

し

た

＝

写

真

。

こ

の

手

渡

し

式

は

、

今

年

で

�

年

目

と

な

る

。

　

名

古

屋

市

中

区

内

を

代

表

し

て

、

同

小

学

校

で

手

渡

し

式

が

開

催

さ

れ

た

が

、

こ

の

日

に

入

学

を

迎

え

た

中

区

内

の

新

小

学

１

年

生

３

４

１

人

全

員

に

「

れ

ん

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

を

届

け

た

。

　　

昨

年

、

名

古

屋

中

税

務

署

（

新

實

亮

署

長

）

が

開

催

し

た

租

税

教

室

で

「

税

の

意

義

・

役

割

」

を

学

ん

だ

デ

ザ

イ

ン

専

門

学

校

生

が

、

児

童

た

ち

に

分

か

り

や

す

く

「

税

」

を

伝

え

る

た

め

の

イ

ラ

ス

ト

制

作

に

挑

戦

。

イ

ラ

ス

ト

の

応

募

作

品

は

２

５

６

点

に

も

上

り

、

そ

の

中

か

ら

最

優

秀

賞

に

選

ば

れ

た

あ

い

ち

造

形

デ

ザ

イ

ン

専

門

学

校

の

小

笠

原

澪

那

さ

ん

の

イ

ラ

ス

ト

が

、

「

き

ょ

う

も

く

ら

し

を

さ

さ

え

る

ぜ

い

き

ん

」

の

キ

ャ

ッ

チ

コ

ピ

ー

と

と

も

に

「

れ

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

に

印

刷

さ

れ

て

い

る

。

　

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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